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1. (1) PCT出願の流れ
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言語Ａへの翻訳文

Ａ国特許庁

B国特許庁

Ｃ国特許庁

言語Ｂへの翻訳文

国内移行せず

国際段階：優先日から30月

国
際
調
査
報
告

国
際
調
査
機
関
の
見
解
書

Ｐ
Ｃ
Ｔ
出
願

国
際
公
開 国

際
予
備
審
査

国
内
移
行

優
先
日

＜国内段階＞

12月 16月 18月 22月 30月

※上記の流れはあくまで目安です
※優先権主張がない場合、期間の計算の起算日は国際出願日



1. (2) 受理官庁（RO/JP）への手続方法
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＜参考：ePCT（国際事務局が提供するオンラインサービス）での手続＞

◼ WIPO国際事務局への書類の提出は、 WIPO国際事務局が提供するePCT（ポータルサイト）で行うことも可能。

◼ WIPO国際事務局が発行するPCT/IBフォーム（記録原本の受理通知（IB301）や記録の変更通知（IB306）な
ど）は、電子メールで受領することが可能。該当案件のePCTアクセス権を取得した場合は、ePCT上で閲覧、
ダウンロードが可能。

◼ 国際出願をした後、願書に記載した出願人、発明者、代理人等の記録を変更したい場合には、日本国特許庁受
理官庁又はWIPO国際事務局に対して記録の変更の要請をすることが可能。

※2025年10月1日現在

窓口・郵送 インターネット出願ソフト

出願言語 日本語・英語 日本語・英語

対象書類 全て 全て
（優先権書類提出書を除く）

出願時の減額 なし ¥54,700（※）

受付時間
平日

9:00-17:00
24時間
365日

※郵送の場合、書類が特許庁に到着した日が受付日（到達主義）



1. (3) PCT出願関係手数料（2025年10月1日現在）
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＜出願に必要な手数料＞

＜国際予備審査請求に必要な手数料＞

◼ 特許印紙・予納・電子現金納付・口座振替・クレジットカード（指定立替納付）等での支払いが可能

国際出願手数料

国際出願の用紙の枚数が30枚まで ¥242,700

30枚を超える用紙1枚につき ¥2,700

オンライン出願した場合の減額 ¥54,700

送付手数料 ¥17,000

調査手数料

日本国特許庁
日本語 ¥143,000

英語 ¥169,000

欧州特許庁 英語 ¥317,600

シンガポール知的所有権庁 英語 ¥264,000

インド特許庁 英語
(出願人が法人を含む場合)¥17,600 
(出願人全員が個人の場合) ¥4,400

予備審査手数料 日本国特許庁
日本語 ¥34,000

英語 ¥69,000

取扱手数料 ¥36,500



願書には明細書の冒頭に表示されている発明の名称と同一のものを記載

インターネット出願ソフトで作成した願書のPDFイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

1. (4) 願書 ①発明の名称

特許庁 6

＜第I欄＞ ＜［願書］タブ＞

発明の名称を入力



1. (4) 願書 ③発明者
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インターネット出願ソフトで作成した願書のPDFイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

＜第III欄＞ ＜［氏名（名称）］タブ→「発明者」を選択＞

発明者を選択



1. (4) 願書 ④指定国の除外
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＜第V欄＞

インターネット出願ソフトで作成した願書のPDFイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

＜［指定国］タブ＞

「V-2」欄に「JP」と表示されれば、指定国から日本
が除外され、日本への国内移行はできなくなる

指定を除外する国をチェック
◼ 除外ができるのはドイツ、日本、韓国のみ
◼ 除外する場合、当該国の国内出願が
優先権主張の基礎であることが必要

【注意】
出願後に、願書の補正によるチェックの追加／取
り消しは不可



日本国
出願

1. (4) 願書 ⑤先の出願のみなし取下げの回避
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1. 出願時に、日本の指定を除外
願書の「第Ｖ欄 国の指定」でJP（日本）にチェック

2. 優先日から16月以内に、日本の指定を取下げ
「指定国の指定取下書」を提出

3. 優先日から16月以内に、国内優先権の主張を取下げ
「上申書」を提出（提出先は日本国特許庁受理官庁）

先の出願のみなし取下げの回避方法

優先日 12月以内

日本国
出願

PCT
出願 ＜注意＞

先の出願が
みなし取下げに

優先権主張をして
指定国日本を含むPCT出願

指定国日本については、
国内優先権主張の扱い

16月



1. (4) 願書 ⑥優先権主張
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＜第VI欄＞

インターネット出願ソフトで作成した願書のPDFイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

＜［優先権］タブ→「優先権主張の追加」＞

受理官庁に対する優先権書類の送付請求
⇒3日以内に日本国特許庁受理官庁に
手続補足書＆優先権証明願（PCT）を提出

国際事務局に対するDASアクセスコードを利用した
優先権書類の取得請求
⇒英数字4桁のアクセスコードを入力

出願時に上記の請求を行わない場合（どちらにもチェックしない場
合）は以下を行う。
◼ 国際公開前までにWIPO国際事務局にアクセスコードを通知
◼ 優先日から16月以内に日本国特許庁受理官庁に優先権

書類送付請求書＆優先権証明願（PCT）を提出
※その他の優先権書類の提出方法は、『特許協力条約
（PCT)に基づく国際出願の手続』(本スライドP.45)を参照。



1. (4) 願書 ⑦国際調査機関
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国際調査機関（ISA)の選択
◼ 日本語出願：JP（日本国特許庁）
◼ 英語出願：JP（日本国特許庁）又は

EP（欧州特許庁）

＜第VII欄＞

インターネット出願ソフトで作成した願書のPDFイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

＜［願書］タブ＞

国際調査機関を選択



1. (4) 願書 ⑧先の調査の結果の利用請求
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＜手続の流れ＞
① 先の国内出願の調査結果の利用を請求
② 国際調査報告と共に、「先の調査等の結果の

利用状況に関する通知書」が届く
③ 通知書において「利用できる」とされた場合、「調

査手数料一部返還請求書」の提出により、調
査手数料の一部が返還される

＜第VII欄＞

インターネット出願ソフトで作成した願書のPDFイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

＜［願書］タブ＞

先の出願の国名、日付、出願番号を入力

【注意】
出願後に、願書の補正による利用請求の
変更や追加は不可

「＋」をダブルクリック



1. (4) 願書 ⑨申立て
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◼ 規則4.17に基づく申立ての記載は任意

◼ 記載した場合、国内移行後に、
当該事項に関する指定官庁への
証拠の提出が原則として不要となる

（新規性喪失の例外に関する申立てについては、
指定官庁が証拠を要求する権限は制限されてい
ない）

＜［申立て］タブ＞

プルダウンメニューから種類を選択し、申立
てを「追加」する

＜第VIII欄＞

インターネット出願ソフトで作成した願書のPDFイメージ インターネット出願ソフトの入力画面



1. (4) 願書 ⑩選択図
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＜第IX欄＞

インターネット出願ソフトで作成した願書のPDFイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

＜［内訳］タブ→「明・請・要・図｣を選択＞

◼ 国際公開のフロントページに要約とともに提示する図（選
択図）の番号を入力（入力は任意）

【注意】出願後の追加、補正は不可

◼ 選択図に語句が含まれる場合、
国際公開時に英訳が付される

◼ 「図の中の語句」の記載は任意
（翻訳の効率化のためのもの）

⚫選択図の中の語句を記載する場合
⇒「はい」を選択
下のボックスに語句（日本語）を記載

⚫選択図の中に語句が含まれない、
又は、語句は含まれるが記載しない場合
⇒「いいえ」を選択



1. (4) 願書 ⑪出願人、代理人などの署名
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インターネット出願ソフトで作成した願書のPDFイメージ

＜第X欄＞

◼ 出願書類作成終了後、提出のための送信ファイルを作成する過程で、
出願ソフト起動時に認証した者の電子署名をする

◼ 第X欄には、認証をした者の氏名（名称）が記載され、
サインとして「（PKCS7 デジタル署名）」と表示される



1. (4) 願書 ⑫手数料の支払方法
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◼ 出願に必要な手数料：
送付手数料、調査手数料、国際出願手数料

◼ 支払方法：
予納、現金納付、電子現金納付、口座振替、
クレジットカード（指定立替納付）から選択
全ての手数料を日本国特許庁へ一括で支払い

◼ 手数料の軽減申請を行う場合：
「料金表メンテナンス」にて「料金表」の金額を
予め軽減後の金額に変更する

支払方法を選択

予納台帳番号、納付書
番号、納付番号、又は
振替番号を記載

＜手数料計算用紙＞

インターネット出願ソフトで作成した願書のPDFイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

＜［支払い］タブ＞
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願書第Ⅰ欄の発明の名称を
記載

ページ番号をアラビア数字で
記載（電子出願の場合は
自動的に付与される）

明細書に続けてページ番
号をアラビア数字で記載
（電子出願の場合は自
動的に付与される）

請求項が2つ以上ある場合は連続
番号を[請求項2]、[請求項3]とア
ラビア数字で記載

1. (4) 願書 ⑬明細書・請求の範囲

原則として各々「発明の名称」、
「技術分野」、「背景技術」など
の見出しを記載

＜明細書＞ ＜請求の範囲＞
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可能な限り簡潔
に記載

【選択図】の項目は入れない（国
内出願の様式と異なるので注意）

請求の範囲に続けて
ページ番号をアラビア
数字で記載（電子出
願の場合は自動的に
付与される）

鮮明に記載

図面中の語句は
出願言語で記載

ページ番号を斜線で区分された
2つのアラビア数字で記載（電子
出願の場合は自動的に付与さ
れる）

明細書に記載した「図面の簡単な説明」に
ある図面の数と一致させる

1. (4) 願書 ⑭要約書・図面

図面が2つ以上ある場合は図毎
に連続番号をアラビア数字で記
載

＜要約書＞ ＜図面＞

図を正しく配置するために必要な場合は、
図の上端が用紙の左側になるよう図を横に
して配置する。
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PCT出願の手続
 (1) PCT出願の流れ
(2) 受理官庁（RO/JP）への手続方法
 (3)  PCT出願関係手数料
(4) 願書

国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置

１

３

２ PCT出願後の手続
 (1) 中間手続
 (2) その他中間手続
 (3) 予備審査請求書
 (4) 条約34条の規定に基づく補正

４ よくあるご質問

参考情報５



2. (1) 中間手続
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◼ 中間手続の書類は出願と同一の言語で作成
◼ 「国籍」及び「住所」の項目が出願人には必要（発明者・代理人には不要）

※「住所」には居住している国を記載（都道府県以下は「あて名」に記載）
◼ 識別番号の記載は任意
◼ 代理人手続の場合、出願人の署名は不要

書類作成時の注意事項

✓ 変更系の手続
（氏名（名称）変更届、あて名変更届、名義変更届など）

✓ 手数料納付書、手数料追加納付書、陳述書
✓ 手数料補正書
✓ 請求の範囲の減縮書
✓ 請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書

✓ 国際予備審査請求書
✓ 答弁書
✓ 手続補正書（国際予備審査請求書に係る補正）

「国際出願」タブでオンライン手続可能な中間手続（＝項目名が【 】の表示になっている様式）

※上記以外の中間手続（優先権書類提出書を除く）は、「特殊申請」タブでオンライン手続可能
※中間手続を書面で行った場合でも電子化手数料は不要



2. (1) 中間手続 ①手数料納付書
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【書類名】 手数料納付書（国際出願に関する手数料の納付）
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願の表示】
  【国際出願番号】 PCT/JP20XX/087654
【出願人】
（【識別番号】） 987654321
【氏名又は名称（日本語）】 株式会社東京製作所
【氏名又は名称（英語）】 TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION

（代表取締役 特許 太郎（署名： ））
【あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
【あて名（英語）】 4-3, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1000013
【国名】 日本国 Japan
【国籍】 日本国 Japan
【住所】 日本国 Japan

【代理人】
（【識別番号】） 123456789
【弁理士】
【氏名又は名称（日本語）】 国際 太郎 （署名： ）
【氏名又は名称（英語）】 KOKUSAI Taro
【あて名（日本語）】 東京都千代田区四番町１２番地
【あて名（英語）】 12, Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1020081
【国名】 日本国 Japan

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 999999
【手数料の種類】 送付手数料
【納付金額】 １７，０００円
【手数料の種類】 国際出願手数料
【納付金額】 ２４２，７００円
【手数料の種類】 調査手数料
【納付金額】 １４３，０００円

◼ 出願後、1月以内に手数料を納付する場合に行う手続

◼ 手数料納付書での納付期間：出願日から1月

※出願日から1月以内に納付がない場合、日本国特許庁受理
官庁より手数料補正命令（RO133）を出願人へ通知

※手数料補正命令（RO133）の応答は「手数料補正書」で
手続

◼ 提出先：日本国特許庁受理官庁

◼ 特許印紙・予納・口座振替・クレジットカード（指定立替納
付) ・電子現金納付・現金納付の利用可

あて名の国名は【国名】に記載し
てください

予納を利用する場合、識別番
号は必須



2. (1) 中間手続 ②手続補正命令に対する手続補正書
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手続補正書
（法第６条の規定による命令に基づく補正）

特許庁長官 殿

１ 国際出願の表示 ＰＣＴ／ＪＰ２０XX／０８７６５４

２ 出願人
名 称 株式会社東京製作所

TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION
（代表取締役 特許 太郎（署名： ）） 

あて名 〒100-0013 日本国東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
4-3， Kasumigaseki  3-chome，Chiyoda-ku，
Tokyo 100-0013  Japan 

国 籍 日本国 JAPAN
住 所 日本国 JAPAN

３ 代理人
氏 名 弁理士 国際 太郎 （署名： ）

 KOKUSAI  Taro
あて名 〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町１２番地

12，Yonbancho， Chiyoda-ku，Tokyo 102-0081  Japan

４ 補正命令の日付 dd.mm.20XX

５ 補正の対象 図面

６ 補正の内容 別紙の通り
図面第１図を補正した。

７ 添付書類の目録 （１）図面 １／３頁

◼ 出願書類に所定の不備があった場合に日本国特許庁受
理官庁から発送される手続補正命令（RO106）に応答
するための手続

◼ 補正の期間：命令の発送日から2月

※期間内に補正を行わない場合、PCT出願は取り下げられた
ものとみなされる

◼ 提出先：日本国特許庁受理官庁

◼ 補正する頁の差替用紙を添付

＜補正命令事項の例＞

◼ 発明の名称について、願書の第Ⅰ欄に記載のものと、
明細書の冒頭に記載のものが相違する

◼ 明細書における表又は図面が不鮮明である

◼ 図面中の記載が国際出願の言語で作成されていない
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2. (1) 中間手続 ③名義変更届など

◼ 氏名（名称）、あて名、名義、国籍及び住所に変更があった場合の手続

◼ 手続の期間：優先日から30月以内

◼ 提出先：日本国特許庁受理官庁又はWIPO国際事務局

※優先日から28月経過後はWIPO国際事務局へ直接手続

◼ 国際公開に変更内容を反映させる場合は、WIPO国際事務局における国際公開の技術的な準備が完了する前まで

◼ 手続完了後、WIPO国際事務局から記録の変更通知（IB306）が送付される

◼ １つの国際出願にかかる複数の変更届（例：氏名（名称）変更届とあて名変更届）を同時に提出する場合 、他方の

届が受理されたものとして、各項目の内容を記載

◼ 複数の国際出願に対して同様の変更内容を反映させる一括変更手続は、WIPO国際事務局への直接手続のみ

※WIPO国際事務局への手続方法、ePCTの操作方法などについてはWIPO国際事務局へ直接お問い合わせください

手続の概要



2. (1) 中間手続 ③名義変更届など
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出願人手続の場合

【書類名】 名義変更届
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願の表示】
【国際出願番号】 PCT/JP20XX/087654

【出願人】
（【識別番号】）987654321
【氏名又は名称（日本語）】 株式会社東京製作所
【氏名又は名称（英語）】  TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION

（代表取締役 特許 太郎（署名： ））
【あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
【あて名（英語）】 4-3，Kasumigaseki 3-chome，Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1000081
【国名】  日本国 Japan
【国籍】  日本国 Japan
【住所】  日本国 Japan

【新名義人】
【事件との関係】 すべての指定国における出願人
【氏名又は名称（日本語）】  株式会社東京製作所
【氏名又は名称（英語）】  TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION
【あて名（日本語）】  東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
【あて名（英語）】  4-3，Kasumigaseki 3-chome，Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】  1000081
【国名】  日本国 Japan
【国籍】  日本国 Japan
【住所】  日本国 Japan

【新名義人】
【事件との関係】 すべての指定国における発明者
【氏名又は名称（日本語）】 小林 一郎
【氏名又は名称（英語）】 KOBAYASHI Ichiro
【あて名（日本語）】  東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 株式会社東京製作所内
【あて名（英語）】 c/o TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION,  4-3，Kasumigaseki 3-

chome，Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】  1000013
【国名】  日本国 Japan

【提出物件の目録】
【物件名】  譲渡証書 1

〈変更後の出願人が手続する場合〉

◼ 【出願人】欄には変更後の出願人を記載

◼ 名義の変更を証明する書面（譲渡証書など）の添
付が必要

〈変更前の出願人が手続する場合〉

◼ 【出願人】欄には変更前の出願人を記載

◼ 名義の変更を証明する書面（譲渡証書など）の添
付は不要

◼ 【新名義人】の欄には、変更後の名義人
（出願人又は発明者）全員を記載
(例）出願人をAからBに変更する場合

⇒Bのみを記載
（例）発明者を追加する場合

⇒既存の発明者及び追加する発明者を記載

◼ 【事件との関係】の変更も名義変更届で行う
（例）「すべての指定国における出願人及び発明者」

→「すべての指定国における発明者」

＜新名義人による名義変更届の例＞



2. (1) 中間手続 ③名義変更届など
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代理人手続の場合

【書類名】 名義変更届
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際出願の表示】
【国際出願番号】 PCT/JP20XX/087654

【出願人】
（【識別番号】） 987654321
【氏名又は名称（日本語）】 株式会社東京製作所
【氏名又は名称（英語）】 TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION
【あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
【あて名（英語）】 4-3，Kasumigaseki 3-chome，Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1000013
【国名】 日本国 Japan
【国籍】 日本国 Japan
【住所】 日本国 Japan

【新名義人】
【事件との関係】 すべての指定国における出願人
【氏名又は名称（日本語）】  株式会社東京製作所
【氏名又は名称（英語）】  TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION
【あて名（日本語）】 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
【あて名（英語）】 4-3，Kasumigaseki 3-chome，Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】 1000013
【国名】 日本国 Japan
【国籍】 日本国 Japan
【住所】 日本国 Japan

【新名義人】
【事件との関係】 すべての指定国における発明者
【氏名又は名称（日本語）】 小林 一郎
【氏名又は名称（英語）】 KOBAYASHI Ichiro
【あて名（日本語）】  東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 株式会社東京製作所内
【あて名（英語）】  c/o TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION,  4-3，Kasumigaseki 3-chome，

Chiyoda-ku, Tokyo
【郵便番号】  1000013
【国名】  日本国 Japan

【代理人】
（【識別番号】） 123456789
【弁理士】
【氏名又は名称（日本語）】  国際 太郎 （署名： ）
【氏名又は名称（英語）】  KOKUSAI  Taro
【あて名（日本語）】  東京都千代田区四番町１２番地
【あて名（英語）】  12，Yonbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 
【郵便番号】  1020081
【国名】  日本国 Japan
（【提出物件の目録】）
（【物件名】譲渡証書 1）

〈既に選任されている代理人が手続する場合〉

◼ 名義の変更を証明する書面（譲渡証書など）の添付は不要

〈新たに選任された代理人が手続する場合〉

◼ 名義の変更を証明する書面（譲渡証書など）の添付が必要

◼ ※別途、代理人選任届にすべての出願人からの
代理人の選任を証明する書面を添付して提出

◼ 【出願人】の欄には、変更後の筆頭出願人を記載

◼ 【新名義人】の欄には、変更後の名義人（出願人又は発明
者）全員を記載

◼ 【代理人】の欄の注意事項
既に選任されている複数の代理人が引き続き新名義人の
代理人となる場合
• 書面手続：すべての代理人を記載し全員が署名する
• オンライン手続：【代理人】欄に手続実行者のみを記載し、
【その他】の欄を設け、手続実行者以外の代理人について、
「本願の代理人として既に選任されている代理人○○は、
新たな出願人△△の代理人です。」と記載する



2. (1) 中間手続 ④国際出願取下書
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国際出願取下書

特許庁長官 殿

１ 国際出願の表示 PCT/JP20XX/087654

２ 出願人
名 称 株式会社東京製作所

TOKYO  SEISAKUSHO  CORPORATION 
（代表取締役 特許 太郎（署名： ））

あて名 〒100-0013 日本国東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
4-3， Kasumigaseki  3-chome，Chiyoda-ku，
Tokyo 100-0013  Japan 

国 籍 日本国 JAPAN
住 所 日本国 JAPAN

３ 代理人
氏 名 弁理士 国際 太郎 （署名： ）

KOKUSAI  Taro
あて名 〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町１２番地

12，Yonbancho， Chiyoda-ku，Tokyo 102-0081  Japan

４ 取下げの内容
国際出願を取り下げる。

５ 添付書類の目録
（１）代理権を証明する書面 １ 通

委任状を添付

◼ 国際出願を取り下げるための手続

◼ 手続の期間：優先日から30月

※国際公開を回避するために取り下げる場合、優先日から16月以内
に日本国特許庁受理官庁へ提出（国際公開の技術的な準備が完
了する前までにWIPO国際事務局に到着する必要あり）

◼ 提出先：日本国特許庁受理官庁又はWIPO国際事務局

◼ 出願人手続の場合、「２ 出願人」の欄に、出願人全員が署名

◼ 代理人手続の場合、出願人全員からの代理権を証明する書面
を添付

※「指定国の指定取下書」「優先権の主張取下書」も同様

※WIPO国際事務局への手続方法、ePCTの操作方法への手続方
法などについてはWIPO国際事務局へ直接お問い合わせください



2. (1) 中間手続 ⑤代理人選任届
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代理人選任証
20XX年mm月dd日

代理人
弁理士 国際 太郎殿

あて名 東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
名 称 株式会社東京製作所
代表者 代表取締役 特許 太郎 （署名： ）

下記の国際出願に関する手続については、貴殿を代理人に選任したことに相違ありません。

記

国際出願の表示 PCT/JP20XX/087654

代理人選任届

特許庁長官 殿

１ 国際出願の表示 PCT/JP20XX/087654

２ 出願人
名 称 株式会社東京製作所

TOKYO  SEISAKUSHO  CORPORATION
（代表取締役 特許 太郎（署名： ））

 
あて名 〒100-0013 日本国東京都千代田区霞が関三丁目４番３号

4-3， Kasumigaseki  3-chome，Chiyoda-ku，
Tokyo 100-0013  Japan 

国 籍 日本国 JAPAN
住 所 日本国 JAPAN

３ 届出の内容
選任した代理人
氏 名 弁理士 国際 太郎

KOKUSAI  Taro
あて名 〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町１２番地

12，Yonbancho， Chiyoda-ku，Tokyo 102-0081  Japan

４ 代理人
氏 名 弁理士 国際 太郎 （署名： ）

KOKUSAI  Taro
あて名 〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町１２番地

12，Yonbancho， Chiyoda-ku，Tokyo 102-0081  Japan

５ 添付書類の目録
(１) 代理人の選任を証明する書面 １通

◼ 出願後に新たに代理人を選任するための手続

◼ 手続の期間：優先日から30月

※優先日から28月経過後はWIPO国際事務局へ直接手続

◼ 提出先：日本国特許庁受理官庁又はWIPO国際事務局

※出願後に、自発で既に選任している代理人の代理権を証明する書面を提出する場
合は、「手続補正書」に添付して提出

※WIPO国際事務局への手続方法、ePCTの操作方法などについてはWIPO国際事
務局へ直接お問い合わせください

タイトルは委任状でも可

出願人毎に作成しても、
複数人を1枚にまとめて作

成してもよい



2. (1) 中間手続 ⑥包括委任状提出書
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◼ 代理権を証明する書面として包括委任状を使用する場合、包括委任状をあらかじめ日本国特許庁受理官庁へ寄託（提出）
◼ 各種手続において当該包括委任状を使用（援用）する場合は、包括委任状の写しを添付

包括委任状提出書
特許庁長官 殿

１ 委任をした者
名 称 株式会社東京製作所

TOKYO  SEISAKUSHO  CORPORATION 
（代表取締役 特許 太郎（署名： ））

あて名 〒100-0013
日本国東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
4-3， Kasumigaseki  3-chome，Chiyoda-ku，
Tokyo 100-0013  Japan 

国 籍 日本国 JAPAN
住 所 日本国 JAPAN

２ 選任した代理人
氏 名 弁理士 国際 太郎

KOKUSAI  Taro
あて名 〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町１２番地

12，Yonbancho， Chiyoda-ku，Tokyo 102-0081  Japan

３ 代理人
氏 名 弁理士 国際 太郎 （署名： ）

KOKUSAI  Taro
あて名 〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町１２番地

12，Yonbancho， Chiyoda-ku，Tokyo 102-0081  Japan

４ 添付書類の目録
（１）代理人の選任を証明する書面 1通

代理人選任証
20XX年mm月dd日

弁理士 国際 太郎 殿

名 称 株式会社東京製作所
あて名 〒100-0013

東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
代表者 代表取締役 特許 太郎（署名： ）

すべての国際出願に関する手続について、貴殿を代理人に選任したことに
相違ありません。

◼ 包括委任状は、日本国特許庁受理官庁に寄託した日以降、各種手続に
において、代理権を証明する書面として使用可能

◼ 委任者の名称、あて名が変更された場合は、改めて包括委任状を寄託する
ことが必要

※特許庁出願課に寄託した包括委任状をPCTで援用する際の注意点
①「すべての国際出願に関する一切の件」といった委任事項が必要
②委任者（代表者）の署名又は押印が必要
③援用する場合は、包括委任状番号の記載ではなく包括委任状の写しを添付



2. (2) その他中間手続
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（1）優先権の主張の補正又は追加
→願書に記載した優先権の主張の表示（出願日、出願番号など）の誤りを補正したり、

出願後に先の出願の出願番号を追加することができる

（2）優先権の回復
→優先期間内（優先日から12月以内）に国際出願できなかった場合であっても、

所定の要件を満たしている場合には、優先権の回復が認められる

（3）引用による欠落部分などの補充
→提出した明細書などに欠落（又は誤り）がある場合には、先の出願から

当該欠落部分（又は正しい記載）を引用することにより補充ができる



2. (3) 予備審査請求書①

特許庁 30

インターネット出願ソフトで作成した請求書のPDFイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

国際調査報告において、
国際調査機関が発明の名称を作成した場合は、
国際調査機関が作成した発明の名称を記載

◼ 国際予備審査請求時の
出願人全員を記載

◼ 発明者は記載 しない

優先権主張がないPCT出願の
場合、優先日は記載しない

国際予備審査請求時の出願人全員を記載
（発明者は記載不要）

優先権主張がないPCT出願の場合、
優先日は記載不要

国際調査報告において国際調査機関が発明の名
称を作成した場合、国際調査機関が作成した発
明の名称を記載

国際予備審査請求時の出願人全員を記載
（発明者は記載不要）



2. (3) 予備審査請求書②
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インターネット出願ソフトで作成した請求書のPDFイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

◼ 国際予備審査の基礎とすべき書類にチェック
➢ 明細書：出願時 or 34条補正
➢ 請求の範囲：出願時 or 19条補正 or 34条補正
➢ 図面：出願時 or 34条補正



2. (3) 予備審査請求書③
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インターネット出願ソフトで作成した請求書のPDFイメージ インターネット出願ソフトの入力画面

◼ WIPO国際事務局に提出した19条補正の写しを添付する場合：
以下写しをそれぞれ1頁ずつイメージファイルとして添付
➢ 補正した差替え用紙の写し
➢ 書簡の写し
➢ 説明書の写し（ある場合）

なお、19条補正の写しを紙で提出する場合は、予備審査請求後
すみやかに日本国特許庁受理官庁に提出（窓口・郵送）



2. (4) 条約34条の規定に基づく補正①
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手続補正書
（法第11条の規定による補正）

特許庁審査官 殿

１ 国際出願の表示 PCT/JP20XX/087654

２ 出願人
名 称 株式会社東京製作所

TOKYO  SEISAKUSHO  CORPORATION 
（代表取締役 特許 太郎（署名： ））

あて名 〒100-0013
日本国東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
4-3， Kasumigaseki  3-chome，Chiyoda-ku，
Tokyo 100-0013  Japan 

国 籍 日本国 JAPAN
住 所 日本国 JAPAN

３ 代理人
氏 名 弁理士 国際 太郎 （署名： ）

KOKUSAI,  Taro
あて名 〒102-0081 日本国東京都千代田区四番町８番地

8，Yonbancho， Chiyoda-ku，Tokyo 102-0081  Japan

４ 補正の対象 明細書及び請求の範囲

５ 補正の内容
（１）明細書第2頁段落［0005］を別紙のとおり補正する。

「･･･」の記載は、出願時の明細書の段落［nnnn］に記載された
事項に基づくものである。

（２）請求の範囲第2項を削除する。

６ 添付書類の目録
（１）明細書第2頁、第2/1頁
（２）請求の範囲第20頁、第21頁

（１） 国際予備審査請求をした時から国際予備審査報告の作成が
開始されるまでの期間

（２） 審査官が期間を指定して答弁書を提出する機会を与えた場合
における当該指定した期間

（３） 審査官が、出願人の請求により期間を指定して補正書を提出
する機会を与えた場合における当該指定した期間

補正が可能な期間

■「５ 補正の内容」の記載例

国際出願の出願時における明細書、請求の範囲、図面のうち、補
正の基礎となる記載箇所と、その箇所を特定できる程度の説明を記
述する。

➢ 例1：明細書第2頁の段落［0005］の「○○」を「△△」に補
正する。「△△」の記載は、出願時の明細書の段落[nnnn]に
記載された事項に基づくものである。

➢ 例2：請求の範囲第2項を削除し、第4項を別紙のとおり補正し、
第5項を追加する。第4項の「△△△」の記載は、出願時の明細
書の段落[nnnn]に記載された事項に基づくものである。第5項
は、出願時の明細書の段落[mmmm]に基づくものである。



2. (4) 条約34条の規定に基づく補正②

特許庁 34

明細書の補正

◼ 明細書の補正は、頁単位で行い、補正を行った頁のみを「差替え用紙」として添付
◼ 補正の結果、補正が次頁に及んだ場合、当該次頁には枝番号を表示
例：2頁の場合 2、2/1、2/2…

◼ 補正の結果、補正対象の頁全体が削除（空白）になる場合
⚫ 空白の頁の添付は不要
⚫ 手続補正書の「補正の内容」欄には頁を削除した旨を記載

◼ 「（補正後）」、「（削除）」、「（追加）」の記載や補正箇所に下線を引くことは不可

2

××××××××
××××××××
発明の効果
[0005]
××××××××
×××発明品ＪＰは、
ＡをＢにする効果が
ある。
ＡをＢにすることで、

3

従来に比べ、
××××××××
××××××××
××××××××
図面の簡単な説明
[0006]
[図１]Ｂの効果を示
した説明図。
[図２]ＪＰの断面図。

＜補正前＞

2

××××××××
××××××××
発明の効果
[0005]
××××××××
×××発明品ＪＰは、
ＡをＢ及びCにする
効果がある。
ＡをＢ及びCにする

2/ 1

ことで、

3

従来に比べ、
××××××××
××××××××
××××××××
図面の簡単な説明
[0006]
[図１]Ｂ及びCの効
果を示した説明図。
[図２]ＪＰの断面図。

＜補正後＞  ※段落[0005]と段落[0006]を補正する例



2. (4) 条約34条の規定に基づく補正③
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請求の範囲の補正

◼ 請求の範囲の補正は、全文単位で行い、補正しない請求項を含めた全文を「差替え用紙」として添付
◼ 補正を行った請求項には、項番と本文の間に「（補正後）」、「（削除）」、「（追加）」を記載
◼ 請求項の「（追加）」は、既存の最後の請求項の次に記載
◼ 請求項の「（削除）」は、本文のみを削除し、項番（［請求項○］）の記載は残す
※一度削除した請求項には、2回目以降の補正で再度本文を記載することは不可

◼ 補正により頁数が増える場合、既存の最後の頁の次に枝番号の頁を設ける
例：請求の範囲の最後の頁が21頁の場合 21、21/1、21/2…

◼ 補正箇所に下線を引くことは不可

20

請求の範囲

[請求項1]××××

[請求項2] ××××

[請求項3] ××××

21

××××××××

[請求項4]××××

××××××

＜補正前＞

20

請求の範囲

[請求項1]××××

[請求項2] （削除）

[請求項3] （補正後）
××○○○○○○

21

○○○×××

[請求項4]××××

××××××

[請求項5]（追加）
△△△△△△

21/ 1

[請求項6]（追加）
□□□□□□□□
□□□□□□□□

＜補正後＞  ※請求項2を削除、請求項3を補正、
請求項5と請求項6を追加する例



2. (4) 条約34条の規定に基づく補正④
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図面の補正

◼ 図面の補正は頁単位で行い、補正を行った頁のみを「差替え用紙」として添付
◼ 補正により頁が増える場合、「／」と「／」に挟まれた部分に枝番号を記載
◼ 図が大きい場合、上端が用紙の左端になる形で90度回転させて記載可

＜補正前＞ ＜補正後＞ ※図3と図4を補正する例

1/2

[図1]

[図2]

[図3]

2/2

[図4]

1/2

[図1]

[図2]

1/1/2

[図3]

2/2

[図４]



特許庁 37

PCT出願の手続
 (1) PCT出願の流れ
(2) 受理官庁（RO/JP）への手続方法
 (3)  PCT出願関係手数料
(4) 願書

国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置

１

３

２ PCT出願後の手続
 (1) 中間手続
 (2) その他中間手続
 (3) 予備審査請求書
 (4) 条約34条の規定に基づく補正

４ よくあるご質問

参考情報５



3. 国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置

特許庁 38

◼ 中小企業、スタートアップ企業、大学等
◼ 対象要件に応じ、一定額を支援

対象者及び支援措置内容→詳細は３．(1)へ

◼ 日本語の国際出願にかかる以下の手数料
国際出願時 ：送付手数料・調査手数料・国際出願手数料
予備審査請求時：予備審査手数料・取扱手数料

   

対象手数料

◼ 国際出願時又は予備審査請求時に必ず「軽減申請書」を添付し、
対象要件に応じ、各手数料の金額に手数料の負担割合（1/2、1/3または1/4）を乗じた額を納付

申請手続方法 →詳細は３．(2)へ



3. (1) 対象者及び軽減・支援措置内容

特許庁

対象者 手数料の負担割合

中小企業
（会社・個人事業主・組合・NPO法人）

1/2

研究開発型中小企業
（会社・個人事業主・組合・NPO法人）

1/2

アカデミック・ディスカウント（大学などの研究者・大学など）、
承認TLO、独立行政法人など、試験独法関連TLO、
公設試験研究機関を設置する者、地方独立行政法人

1/2

中小スタートアップ企業
（法人・個人事業主）

1/3

小規模企業
（法人・個人事業主）

1/3

福島関連中小企業
（会社・個人事業主・組合・NPO法人）

1/4

◼ 出願時又は予備審査請求時において対象者の要件を満たしている必要あり
◼ 共同出願である場合、いずれか１者が対象要件を満たしていれば、持分の割合に応じた申請が可能

39



3. (2) 申請手続方法

特許庁

願書
or

予備審査
請求書

手数料軽減
申請書

必ず同時に提出！

インターネット出願ソフトによる
手続の場合、
イメージデータを添付

■ 国際出願時
願書に「手数料軽減申請書（調査手数料等）」を添付
→送付手数料・調査手数料・国際出願手数料について
軽減・支援措置が適用されます

■ 予備審査請求時
予備審査請求書に「手数料軽減申請書（予備審査手
数料）」を添付
→予備審査手数料・取扱手数料について軽減・支援措
置が適用されます

■ いずれの場合も証明書の提出は不要

40



特許庁 41

PCT出願の手続
 (1) PCT出願の流れ
(2) 受理官庁（RO/JP）への手続方法
 (3)  PCT出願関係手数料
(4) 願書

国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置

１

３

２ PCT出願後の手続
 (1) 中間手続
 (2) その他中間手続
 (3) 予備審査請求書
 (4) 条約34条の規定に基づく補正

４ よくあるご質問

参考情報５



4. よくあるご質問

特許庁 42

Q1： 優先権主張している出願と国際出願で発明者が異なっても優先権主張を行うことは可能ですか？

A1：国際段階において、日本国特許庁受理官庁では優先権主張している先の出願と国際出願における発明

者の一致性は確認しておりませんので、発明者が相違していたとしても優先権を主張すること自体は可能であり、

また、方式上の不備には該当いたしません。ただし、当該優先権主張の効果を認めるか否かの要件判断につきま

しては、最終的に各国の指定官庁で判断されることとなりますので、あらかじめご留意ください。

Q2：手続書類に手続者の署名や押印は必要ですか？

A2：条約の規定上、PCT国際出願関連手続書類には手続者の署名又は押印が必要です。国内出願関係手

続と取り扱いが異なりますのでご注意ください。

➢ このほか、よく寄せられるご質問について特許庁ウェブサイトで紹介

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/pct_tetuduki_qa.html



特許庁 43

PCT出願の手続
 (1) PCT出願の流れ
(2) 受理官庁（RO/JP）への手続方法
 (3)  PCT出願関係手数料
(4) 願書

国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置

１

３

２ PCT出願後の手続
 (1) 中間手続
 (2) その他中間手続
 (3) 予備審査請求書
 (4) 条約34条の規定に基づく補正

４ よくあるご質問

参考情報５



5. 参考情報

特許庁 44

●手続の詳細をもっと知りたい！
『特許協力条約（PCT)に基づく国際出願の手続』

➢ PCT出願に関する手続方法や実務上の注意点を紹介

➢ 願書や中間手続（手数料納付書や名義変更届など）について、様式記載例を50以上掲載

➢ 特許庁ウェブサイトで掲載

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tetuzuki/tokkyo_jyouyaku-jitumu.html

（様式見本）（冊子表紙）



5. 参考情報

特許庁 45

●国際出願に係る手数料の軽減・支援措置を受けたい！

➢ 2024年1月以降に行う出願・予備審査請求の国際出願関係手数料に係る

軽減・支援措置の申請手続

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei_202401.html

➢ 国際出願に係る軽減・支援措置のQA集

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_qa.html

【制度概要、様式】

【よくあるご質問】



5. 参考情報

特許庁 46

●インターネット出願ソフトの操作方法を知りたい！
電子出願ソフトサポートサイト

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/index.html

●PCTの最新情報や実務アドバイスを知りたい！
PCTニュースレター（電子メールで定期購読可）

https://www.wipo.int/pct/ja/newslett/index.html

●PCT加盟国の基本情報を知りたい！
PCT出願人の手引

https://www.wipo.int/pct/ja/guide/index.html



ありがとうございました

問合せ先：特許庁審査業務部出願課国際出願室受理官庁

03-3581-1101 内線2643
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